
 

 千葉県風俗案内業の規制に関する条例施行規則の一部改正について

 

１　改正概要 

　　令和５年７月１３日に施行された刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律（令和

５年法律第６６号）に伴い、刑法（明治４０年法律第４５号）第１８２条の規定が同

法第１８３条に条ずれすることから、千葉県風俗案内業の規制に関する条例施行規則

（平成２３年千葉県公安委員会規則第７号）第１２条に規定されている「重大な不正

行為」について所要の改正を行うもの 

２　施行日 

令和５年７月１３日　　 　  


